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本⽇の内容（30分）

１ 設計対応不可能な⽕⼭事象の敷地への到達可能性
２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕
３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性
４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし
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3

基準の不合理性①︓⽴地評価
が現在の⽕⼭学の⽔準を踏まえ
たものとなっていない点

基準の不合理性②︓巨⼤噴⽕
をそれ以外と区別して緩やかな基
準を⽤いている点

基準の不合理性③︓モニタリング
が⽴地評価から外れたことに伴う
保守的な修正がされていない点

適合判断の不合理性①︓到達
可能性の評価を誤っている点

基準の不合理性④︓⽕⼭灰濃
度推定⼿法が⾮保守的である点

適合判断の不合理性②︓噴⽕
規模・層厚を過⼩評価している点

適合判断の不合理性③︓⽕⼭
灰濃度を過⼩評価している点

甲470の1・p24に加筆

⽕⼭事象に関する主張の全体像と本説明の位置付け
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基準の不合理性①︓⽴地評価
が現在の⽕⼭学の⽔準を踏まえ
たものとなっていない点

基準の不合理性②︓巨⼤噴⽕
をそれ以外と区別して緩やかな基
準を⽤いている点

基準の不合理性③︓モニタリング
が⽴地評価から外れたことに伴う
保守的な修正がされていない点

適合判断の不合理性①︓到達
可能性の評価を誤っている点

基準の不合理性⑤︓⽕⼭灰濃
度推定⼿法が⾮保守的である点

基準の不合理性④︓噴⽕規模・
層厚を過⼩評価している点

適合判断の不合理性②︓⽕⼭
灰濃度を過⼩評価している点

甲470の1・p24に加筆

準備書⾯77

準備書⾯78

⽕⼭事象に関する主張の全体像と本説明の位置付け



１設計対応不可能な⽕⼭事象の
敷地への到達可能性
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6１ 設計対応不可能な⽕⼭事象の敷地への到達可能性

阿蘇4⽕砕流は本件原発敷地に到達しているとみられること

甲542 p72 抜粋・加筆

▶ 第四紀学・テフラ学の権威である町⽥洋・東洋都⽴⼤学名誉教授は、「噴⽕
中⼼から半径約150㎞の範囲内に⽕砕流が到達したとみるのは、ごく常識的
な判断である」と明⾔（甲485の1 p1〜2）。



7１ 設計対応不可能な⽕⼭事象の敷地への到達可能性

被告の評価は、⽕砕流の発⽣様式を無視していること

甲545 抜粋・加筆

▶ 「地形が障害になる」とか、
「海を越えない」とか、「シ
ミュレーションによって⽕砕
流が到達しないことを確認
している」といった反論は、
いずれも⽕砕流の発⽣様
式を無視したものである。
阿蘇4クラスの⽕砕流は、
⻘線で囲まれた「カルデラ
型」であり、極めて⼤規模
で、地形や海を乗り越える
し、シミュレーションで想定
されている⽕砕流（溶岩
ドーム崩壊型）とは全く異
なる。



密度の⼤きい底部の流れ

密度の小さい流れ

地形

２層の⽕砕流モデル

8１ 設計対応不可能な⽕⼭事象の敷地への到達可能性

⽕砕流の2層モデルを無視していること

▶ 被告の想定する⽕砕流は、⼤規模な⽕砕流にみられる「2層モデル」を無視し
ている（溶岩ドーム崩壊型を念頭に置いているため）。⼤規模な⽕砕流では、
密度の⼩さい流れが地形や海を乗り越える。

甲547 2枚⽬ 抜粋・加筆



9１ 設計対応不可能な⽕⼭事象の敷地への到達可能性

R2.1.17広島⾼裁決定-科学の不定性を踏まえるべきこと

▶ 「安易に⾮保守的な⾒解を採⽤してはならない」→町⽥教授の⾒解も、事業
者が引⽤する⾒解も、いずれが正しいとも断⾔できない→保守的に考える

いずれも甲504 抜粋・加筆



10１ 設計対応不可能な⽕⼭事象の敷地への到達可能性

TITAN2Dのパラメータ⽐較-他の事例と全く異なるパラメータ

▶ TITAN2Dを使って⽕砕流の到達を評価した他の事例とは、パラメータが違
いすぎる。TITAN2Dの仕様が、これほど規模が違う噴⽕にまで対応している
とは考えられないし、パイル形状や内部摩擦⾓の数値の妥当性も不明。
←TITAN2Dが、溶岩ドーム崩壊型を念頭においていることの証左。

実施者 四国電⼒ Titan2D
開発者

宝⽥晋治
（産総研）

宝⽥晋治
（産総研）

S.J.Charbo
nnier他

対象噴⽕ 阿蘇
（Aso4） - ⼝之永良部

島 御岳⽕⼭ トゥリアルバ
（コスタリカ）

噴出物体積
（km3） 320 0.004 0.0013 0.0027 0.00119

パイル形状
(m)

⾼さ6000
底⾯半径
3000

不明
⾼さ50

底⾯半径
150

不明
⾼さ20

底⾯半径
200〜300

内部摩擦⾓
（゜） 1 35 35 35 30

準77 p42・図表7 加筆



11１ 設計対応不可能な⽕⼭事象の敷地への到達可能性

わずかに残る分布に合わせて数値を操作しただけ
▶ わずかに残る（点在
する）分布に整合す
るように、数値を操
作しただけであること
を、被告⾃⾝が認め
ている。

▶ しかも、阿蘇の周辺
の分布に整合するよ
うにしただけで、⼭⼝
まで到達している堆
積物とは整合してい
ない（正確には再現
できていない）。

甲553 p8 抜粋・加筆



２破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕
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13２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕

▶ 影響評価では、巨⼤噴⽕とそれ以外の噴⽕との区別は明記されていない。
甲470-1 p12-13 抜粋・加筆

甲470-1 p11 抜粋・加筆

影響評価に関する⽕⼭ガイドの定め（噴⽕規模の想定）



14２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕

▶ 阿蘇4に限らず、南九州で
これまでに発⽣した破局的
噴⽕によって、本件原発敷
地には何度も想定（15
㎝）を上回る⽕⼭灰が到
来している。
これらは、阿蘇4クラスの
噴⽕発⽣頻度よりもはるか
に⼤きく、そのリスクを軽々
に無視（ないし軽視）す
ることは許されない。

多数の破局的噴⽕によって想定を上回る⽕⼭灰が到来している

準78 p41・図表14



15２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕

被告の想定する噴⽕規模①-九重第⼀軽⽯噴⽕（九重⼭）

同⼀の噴⽕という指摘も
→今後精査のうえ主張を検討

甲493 p11 加筆

甲492 p65 抜粋・加筆



16２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕

被告の想定する噴⽕規模②-草千⾥ヶ浜軽⽯噴⽕（阿蘇）
甲492 p24 抜粋

甲493 p17 加筆

▶ 阿蘇については、噴⽕
ステージ論を前提として、
阿蘇4以降の最⼤規
模である草千⾥ヶ浜軽
⽯噴⽕を想定している。

▶ 敷地に最も⼤きな影
響を及ぼすのは、九重
第⼀軽⽯噴⽕となるが、
阿蘇で破局的噴⽕に
準ずる規模の噴⽕を
想定すれば、九重第⼀
軽⽯噴⽕を上回る影
響がある。



17２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕

破局的噴⽕に準ずる規模を想定するのは論理必然であること

準78 p44・図表15



18２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕

R2.1.17 広島⾼裁決定-噴⽕規模に関する判断

甲504 p68 加筆

▶ 論理的に⾃然な判断。これは、価値判断ではなく論理的な帰結であるから、
判断者によって結論が左右されるべき性質のものではない。
論理則に依拠すべき裁判所の判断として、これ以外の判断は本来あり得な
い。



19２ 破局的噴⽕に⾄らないがこれに準ずる規模の噴⽕

甲544 p112 加筆

破局的噴⽕を無視（ないし軽視）するのは社会通念に反する



３気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性
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21３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性

準78 p61・図表18
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気中降下⽕砕物濃度の推定⼿法に関する⽕⼭ガイドの定め

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性

▶ ガイドも「不確実性」を認めている。単に「保守的」というだけでは、保守性が
不確実性をカバーできているか不明。→安全の確認として不⼗分。

甲470-1 p28-29 抜粋・加筆
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不確実性と保守性のいずれが上回っているのか判断不能である

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性

実現象

推定⼿法
ガイドのいう保守性

この不確実性等が考慮されていない→⾮保守的

再⾶散の不考慮等、その他の⾮保守性 ⼿法⾃体の不確実性

▶ ⽕⼭ガイドは、実現象と⽐較して保守的というが（ ）、⼿法⾃体が持つ不
確実性等（ ）を考慮し、かつ、実現象の不確実性（

）も踏まえて保守性が不確実性を（おおむね）カバーできているかどう
か（ ）が検証されていない。実現象が推定⼿法を上回る可能性を否定でき
ていない。安全が確保されているとは評価し得ない。

実現象には不定性があり、
どれくらいになるか分からない。
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インバージョン的利⽤の困難性と傘型領域の不考慮

甲568 p184-185 抜粋・加筆

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅰ 推定⼿法⾃体の不確実性
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再⾶散や凝集によって濃度が⼤きくなる可能性がある

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅱ 保守性ⅱの問題点

甲569 p409-410 抜粋・加筆

甲470-1 p29 抜粋・加筆
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▶ 定性的で、実際にどの程度の保守性が
あるのか不明。不確実性をどの程度取り
込めているか明らかになっていない。

▶ 川内原発に関する裁判における専⾨家
作成資料。
九電は、これを平均して、やや⻄⾵が優
位し、東⾵は吹かないかのような数値で
シミュレーションを⾏ったが、8⽉の⾵向
が、ほとんど全⽅向にばらつき、⻄⾵と東
⾵が現れる機会がほぼ半ばしていること
が分かる。
敷地に向かって⾵が吹くことを想定する
のは、保守性というより、当然のことがら。

「影響が⼤きい」というのがどの程度なのか、具体性に⽋ける

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅲ 保守性ⅲの問題点

甲470-1 p29 抜粋・加筆

この⽅向に吹く可能性も
⼗分存在する

準78 p73 図表22
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降灰継続時間（24時間）は平均値にすぎない

甲470-1 p30

⽯渡明・原規委委員

「これまでの世界の⼤きな⽕⼭噴⽕の経緯というものを⾒
ますと、⼤体妥当な線であろうと思います。ただ、もちろん
⾮常に雑駁な数字で、12時間であるか、それが48時間
であるか、その辺、倍半分ぐらいはケースによって違います
けれども、平均して24時間ぐらいだということだと思いま
す。」

H29原規委25回会合（甲566 p17）

万が⼀にも深刻な災害が起こってはならない原発の安全に
ついて、「雑駁な平均値」で評価してはならないのは当然。こ
れも、科学者による「踏み越え」。

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅳ 降灰継続時間の不確実性



28３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅳ 降灰継続時間の不確実性

甲564 p22 加筆

九重第⼀軽⽯の噴出量は約2.4DRE㎦なので、
24時間を下回る可能性は⼗分に存在する。

※6.2㎦は総噴出量（みかけ体積）。
「DRE㎦」はマグマ噴出量を指す。
噴⽕堆積物は、マグマに由来する「本
質物質」と、⼭体や基盤岩が破砕・放
出された「累質物質・外来物質」から
構成されており、本質物質の量を「マグ
マ噴出量」、すべてを含むものを「総噴
出量」という。
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推定⼿法の結果は、⼗分に起こり得るものであること

安池由幸・安全技術管理官付専⾨職

「やはり降灰の量からあまり常識、常識的というのは何
が常識かという話はありますけど、常識的な範囲内で
のやっぱり想定をするべきではないかというふうに今考
えるのが、この資料で⾔いたいことです」

降下⽕砕物検討チーム第2回（甲563 p25）

⽯渡明・原規委委員

「この考え⽅で⼀番⼤事な結論といいますか、シミュレー
ションをやった結論というのは、この15⾴の計算結果の⼀
番下に書いてある『いずれの条件においても、気中濃度は1
〜2⽇程度数g/㎥が継続する』、これですかね」

降下⽕砕物検討チーム第2回（甲563 p27）

▶ 「保守的」な設定ではなく、「常識的」、つまり、⼗分起こり得るものとしている。

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅴ 検討チームでの発⾔
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「3.1の⼿法」の⽅が、「3.2の⼿法」よりも⼩さくなる可能性
▶ これまで⽕⼭ガイドの改正を受けて⾒直しを⾏った原発のすべてで「3.1の⼿
法」を採⽤している。これは、「3.1の⼿法」の⽅が、「3.2の⼿法」よりも値が⼩さ
くなるからである可能性が⾼い。

甲564 p8

24時間で約5㎦

24時間で約2〜4㎦

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅵ 「3.1の⼿法」の過⼩性

甲564 p15 図(b)に加筆
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⽕⼭ガイドは専⾨家の意⾒を正しく反映していない

３ 気中降下⽕砕物濃度推定⼿法の不合理性 》 ⅶ 原規庁による捻じ曲げ

▶ 降下⽕砕物に関する検討チームの結論

▶ 原規庁が原規委に提出したまとめの資料
甲565 6枚⽬ 抜粋・加筆

甲567 p8 抜粋・加筆



４気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし
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33４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし

被告が⾏った具体的な気中濃度の推定過程と結果

甲570 p10 別表1に加筆

甲570 p10 第1表に加筆



34４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅰ 樽前（Ta-a）の粒径分布

甲572 p730 表61-1に加筆

甲572 p728 図64-1に加筆

▶ ⽕⼝から61.2㎞離れた地点の試
料から、粒径分布を読み取る。
▶ 本件原発は九重⼭から108㎞離れ
ており、さらに細かくなる可能性もある。
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▶ 4φ（0.0625㎜）以下の粒⼦が14％程度存在する（被告の設定では
2％以下）。この粒径未満の粒⼦が、降灰速度が遅いため、空気中に⻑くとど
まり、濃度に⼤きく影響する。

甲572 p732 図64-4に加筆

４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅰ 樽前（Ta-a）の粒径分布

被告の設定した数値よりも⼩さい粒径の粒⼦が多く存在している



36４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅱ 有珠⼭2000年噴⽕の粒径分布

甲573 p609 図2(a)に加筆

▶ ⽕⼝から61.2㎞離れた地点の試料
から、粒径分布を読み取る。
▶ 本件原発は九重⼭から108㎞離れ
ており、さらに細かくなる可能性もある。

甲573 p613 図6に加筆

被告の設定した数値よりも⼩さい粒径の粒⼦が多く存在している
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甲571

４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅲ 実現象に近い粒径分布での試算
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想定し得る被告の弁解-九重第⼀テフラの観測値との⽐較

４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅳ 九重第⼀テフラの観測値との⽐較

甲493 p128 抜粋・加筆

準78 p91 図表33

甲570 p10 別表1に加筆

▶ 熊原・⻑岡（2002）によれば、九
重第⼀テフラの粒径は0.125-0.5㎜
（1-3φ）が主体であり、被告の設
定と整合するかのようにも思われる。



39４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅳ 九重第⼀テフラの観測値との⽐較

⽕⼭ガラスは⾵化して消滅している

甲576 p214 抜粋・加筆

▶ しかし、熊原・⻑
岡（2002）をよ
く読むと、「⽕⼭ガ
ラスは両地点とも
⾵化して消滅して
いる」という記載が
ある。
▶ ガラス質のテフラ
は経年によって⾵
化するので、年代
の古い噴⽕の観
測値は、実現象と
は異なるということ
を考慮する必要が
ある。
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▶ 5万年の間に、0.1㎜程度の溶解が
起こり得る。3φ（0.125㎜）以下が極
端に少ないのはそのためである可能性。 甲575 p59 抜粋・加筆

甲574 p177 抜粋・加筆

４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅴ ⽕⼭ガラスの溶解・⾵化
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古いテフラの噴煙全体の粒度については研究が進んでいない

４ 気中降下⽕砕物濃度計算のごまかし 》 ⅴ ⽕⼭ガラスの溶解・⾵化

甲577 抜粋・加筆


